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静岡市規則第48号 

静岡市国民健康保険条例等施行規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  令和６年９月30日 

 

                         静岡市長 難 波 喬 司 

 

静岡市国民健康保険条例等施行規則の一部を改正する規則 

 静岡市国民健康保険条例等施行規則（平成16年静岡市規則第43号）の一部を次のように改正

する。 

 様式第９号その２（甲）を次のように改める。 
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【様式は掲載省略】 
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 様式第９号その３（甲）を次のように改める。 
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 様式第９号その４（甲）を次のように改める。 
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【様式は掲載省略】 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に改正前の静岡市国民健康保険条例等施行規則の様式第９号その

４（甲）により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。 
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